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『指定訪問看護（指定介護予防訪問看護）事業』重要事項説明書 

 

これからご利用いただく訪問看護等サービスについて、あらかじめご了承賜わりたい

事項について説明します。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なくご質

問ください。 

 

１． 当法人の概要 

名 称  株式会社医療・介護を受ける人と担う人のナーシングカンパニー 

所在地  西宮市北昭和町１０－９－１０２ 

電話番号 ０７９８－６３－２００７ 

代表者名 山﨑 和代 

設立日  令和６年１月２３日 

 

２．当事業所の概要 

名称 足とリンパとおなかの悩み訪問看護 

法令による事業所の指定  

●介護保険法による指定訪問看護事業所 事業所番号「２８６０９９１３９３」 

訪問看護ステーションの指定 令和６（２０２４）年４月１日 

所在地  西宮市北昭和町１０－９－１０２ 

電話番号 ０７９８－６３－２００７ 

管理者  山﨑 和代 

サービス提供地域 西宮市（その他の地域は要相談） 

 

３．訪問看護（介護予防訪問看護）事業の目的及び運営方針 

【目的】 

かかりつけの医師が訪問看護等の必要性を認めた在宅療養者に対し、看護師等が訪問

して看護サービスを提供します。 

介護保険法の基本理念に基づき、自立した快適な在宅療養継続を目的として支援しま

す。 

【運営方針】 

訪問看護師が専門技術を提供し、自立した快適な在宅療養の継続をはかります。 

 

４．職員体制 

職 種 員数 

 管 理 者 保健師 １名 

 訪問看護師 看護師 2.5名 

理学療法士 理学療法士 上記含め常勤換算 3.6名 

 

５．営業日及び営業時間 

営業日 月曜日～金曜日（国民の休日に関する法律に規定する休日及び 12 月 29 日

から 1月 3日を除く） 

営業時間  午前 9時～午後 5時 
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６．訪問看護（介護予防訪問看護）の内容 

主治医から訪問看護等指示書の発行を受け、主治医の指示により訪問看護等サービス

を行います。 

主治医の指示や居宅介護支援事業者等が作成した居宅サービス計画（ケアプラン）等

に基づき訪問看護等計画書を立案し、サービスを提供します。 

 

７．訪問看護サービス事業の提供時間、回数について 

（１）提供時間 

ア．介護保険：居宅サービス計画に基づく時間 

イ．医療保険：訪問看護制度に基づき６０分程度としています。 

（２）回数 

ア．介護保険：居宅サービス計画に基づく回数 

イ．医療保険：訪問看護制度に基づく回数 

※交通事情や直前の訪問看護等提供状況などにより、到着が予定より５～２０分程度前

後する場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

８．緊急時の対応について 

・サービス提供中に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に

連絡し適切な処置を行います。主治医との連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要

な処置を講じます。 

 ・その内容は、あらかじめ指定された連絡先に連絡するとともに、速やかに管理者及

び主治医へ報告します。 

 

９．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要

な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

（２）虐待防止に関する責任者 管理者 山﨑和代 

（３）成年後見制度の利用を支援します。 

（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を定期的に実施しています。 

（６）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に

養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報します。 

（７）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結

果について看護職員等に周知徹底します。 

 

１０．禁止行為（利用者・看護師共通）について 

サービス提供時の事故・トラブルを避けるための禁止行為を下記の通りとします。 

（１）金銭、預貯金通帳、証書、書類、鍵などの預かり 

（２）金銭、物品、飲食の授受 

（３）同居家族に対するサービス提供 
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（４）訪問中の飲酒、喫煙は固くお断りします。 

（５）身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

（６）宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

（７）飲酒、喫煙、暴力、暴言、ハラスメント、嫌がらせ、威嚇、脅し、その他社会通

念に逸脱すると事業所が判断する行為があった場合は、ただちに訪問を中止し契

約を解除します。 

（８）見守りカメラ等の設置について 

ア．居室内に見守りカメラ等を設置している（新たに設置する）場合は、その 

旨を事業所にお知らせください。 

イ．録画されたデータには、職員の顔や音声等の個人情報が含まれます。見守 

り以外の目的での使用や、万一流出した場合は、法的に対応いたします。 

ウ．ネットワークカメラでネット上のストレージサービスなどを利用する場合に 

データの流出事故が多発しています。個人情報保護に留意くださいますよう 

お願いいたします。 

（９）愛玩動物（ペット）を室内で飼育している場合、訪問中はケージもしく 

は別室での管理をお願いします。スタッフの安全を確保できないと判断 

した場合、サービスを中止する場合があります。 

 

１１．事故発生時の対応方法について 

（１）事業者は、訪問看護サービスの提供にともない事故が発生した場合は速やかに家

族（または後見人）に連絡し、必要な措置を講じます。 

（２）利用者の生命・身体・財産等を傷つけた場合、その責任の範囲において利用者に

対してその損害を賠償します。但し、事業者に故意・過失がない場合はこの限り

ではありません。 

（３）事業者は、損害賠償保険に加入しています。内容詳細についてお尋ねになりたい

場合は、事業所管理者までご連絡下さい。ただし、以下の各号に該当する場合に

は、事業所は損害賠償を免れます。 

ア．利用者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこ

れを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した

場合。 

イ．利用者がサービス実施のために必要な事項に関する聴取、確認に対して故意に

これを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生し

た場合。 

ウ．利用者に急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由

にもっぱら起因して損害が発生した場合。 

エ．利用者が事業者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発

生した場合。 

 

１２．秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

ア． 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚

生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱
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いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

イ． 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供を

する上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏ら

しません。 

ウ． また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても

継続します。 

エ． 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる

ため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保

持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

 

１３．記録の保管について 

事業者は、サービス提供の記録をサービス完結の日から 5年間保管します。 

 

１４．訪問看護の終了事由 

次の場合には、訪問看護の提供を終了いたします。 

（１）利用者より利用終了の申し出があった場合。 

訪問看護の利用終了を希望する場合は､遅くとも終了を希望日の７日前までに主治

医、事業所又は担当の介護支援専門員に申し出てください。 

（２）利用者からの申し出によらずに提供を終了する場合。 

ア．死亡された場合。 

イ．入院又は入所期間が３か月を経過した場合。 

ウ．事業実施地域外へ転出された場合。 

（３）事業所より提供終了を申し出る場合。 

ア．病状の軽快やご家族が介護方法を習得されるなど、訪問看護を終了することが

望ましいと考えられる場合。 

イ．利用者都合で訪問キャンセルが続く場合。 

ウ．当事業所を閉鎖または縮小するなどやむを得ない事情がある場合。 

この場合、原則として契約を解除する日の３０日前までに文書で通知し 

ます。 

エ．利用者の故意または重大な過失により事業所もしくは担当の看護師等の生命・

心身・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行った場合又は行うこと

が予測される場合。この場合は、直ちに契約を解除します（具体的には飲酒、

喫煙、暴力、暴言、ハラスメント、嫌がらせ、威嚇、脅し、その他社会通念に

逸脱すると事業所が判断する行為）。 

オ．正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から２か月以上遅延し、さらに

支払いの督促から 14日以内に支払いが無い場合。 

カ．その他、終了することが適当と判断される場合。 

 

１４．衛生管理、感染対策 

（１）看護師等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２）事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めます。 

（３）感染防止対策に使用した個人別防護具は原則として、使用した利用者宅で廃棄を

お願いします。 
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１５．キャンセルについて 

サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時 

間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 

（１）24時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です 

（２）12時間前までにご連絡の場合   ２，０００円 

（３）12時間前までにご連絡のない場合  ３，０００円 

※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしま

せん。 

 

１６．利用料 

・利用料は別紙のとおりです。原則、利用料は１か月ごとに計算し、訪問看護等を提

供した月の翌月に請求します。 

・被保険者証の記載事項などに変更があった場合はすみやかに担当の看護師等にお知

らせください（自己負担額の変更等が発生する場合があります）。 

・介護保険・医療保険制度の改正により給付額に変更があった場合や、ご利用者の経

済状態等による負担割合の変更があった場合は、変更された額に合わせて、利用料

を変更させていただきます。 

※正当な理由なく、支払い期日から２か月以上遅延し、さらに支払いの督促から 14

日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分を

お支払いいただきます。 

 

１７．異常気象時・災害時等の営業について 

・事業所周辺地域に被害が予想される警報等発令時や看護師等が公共交通機関の運行

停止により出勤できない場合、天候により看護師等の安全が確保出来ないと判断し

た場合には訪問業務を見合わせる事があります。 

・災害等の発生時には被害状況により通常業務が行えない可能性があります。災害時

の情報、被害状況を把握し安全を確保したうえで、利用者の安否確認や支援、主治

医や医療機関との連携、必要時の訪問を行います。 

・地域における感染症まん延時も、災害等の状況として対応しています。 

 

１８．苦情・相談窓口 

・事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、この契約に関する利

用者の要望、苦情等に対し、利用者の立場に立って、誠実かつ迅速に対応し、改善に

努めます。なお、苦情の申立てによって、利用者が不利益な対応を受けることは一切

ありません。 

・次の事由に該当する場合は、利用者は事業者に対し、改善及び改善結果の報告を求め

ることができます。 

  ① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

  ② 事業者が守秘義務に反した場合 

  ③ 事業者が利用者やその家族などに対し社会通念を逸脱する行為を行った場合 

 

（１）当事業所における苦情・相談窓口 

苦情解決責任者  山﨑 和代 
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苦情受付担当者  訪問看護師 

受 付 時 間  月曜日から金曜日（祝日及び年末年始を除く）  

午前９時から午後５時まで 

連 絡 先  電話番号  ０７９８－６３―２００７ 

  ＦＡＸ番号 ０７９８－６１－６５７４ 

（２）介護保険の苦情や相談に関しては他に、下記の相談窓口があります。 

○西宮市健康福祉局福祉総括室法人指導課 

所在地   西宮市六湛寺町１０－３ 

電話番号  ０７９８－３５－３０８２ 

ＦＡＸ番号 ０７９８－３４－５４６５ 

受付時間  月曜日から金曜日（祝日及び年末年始を除く）  

午前９時から午後５時３０分まで 

○兵庫県国民健康保険団体連合会 

所在地   神戸市中央区三宮町１丁目９－１－１８０１ 

電話番号  ０７８－３３２－５６１７ 

ＦＡＸ番号 ０７８－３３２－５６５０ 

受付時間  月曜日から金曜日（祝日及び年末年始を除く） 

午前８時４５分から午後５時１５分まで 
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個人情報取扱業務概要説明書 

 

株式会社 医療・介護を受ける人と担う人のナーシングカンパニー 

訪問看護ステーション 足とリンパとおなかの悩み訪問看護 

1. 概要 

当訪問看護ステーションは、ご利用者のプライバシー保護を重視し、個人情報の適切な取扱いを

行うことを約束します。この概要説明書は、当ステーションがどのように個人情報を収集し、利

用するかを説明します。 

2. 取得する情報 

当ステーションは、以下のような情報を収集する場合があります。 

ご利用者から提供された医療および介護情報（健康状態、治療履歴など） 

ご家族や関係者から提供された情報 

医療および介護機関や保険会社から提供された情報 

3. 利用目的 

当ステーションは、以下の目的で個人情報を利用することがあります。 

医療および介護サービスの提供および管理 

医療および介護連携のための情報共有 

ご利用者への連絡や通知 

法的な要求や規制への適合 

4. 第三者への提供 

当ステーションは、ご利用者の同意を得ずに、個人情報を第三者に提供することはありません。

ただし、法的な要求や医療および介護連携のために必要な場合を除きます。 

5. 個人情報の保護 

当ステーションは、個人情報の漏洩、滅失、き損、改ざん等を防止するために、適切なセキュリ

ティ対策を実施します。また、職員への教育や監査を通じて、個人情報の適切な管理を確保しま

す。 

6. 個人情報の開示、訂正、削除 

ご利用者は、自身の個人情報に関する開示、訂正、削除の要求を行うことができます。当ステー

ションは、適切な手続きを通じてこれらの要求に対応します。 

7. お問い合わせ先 

個人情報に関するお問い合わせや苦情は、下記の連絡先までお願いします。 

〒662-0833 

西宮市北昭和町１０－９－１０２ 

管理者 山﨑和代 

電話: 0798-63-2007 

8. 変更通知 

本概要説明書は、法令や当ステーションの業務内容の変更に応じて、予告なく変更されることが

あります。 
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 訪問看護等の提供の開始に際し、本書面及び別紙｢利用料金一覧表」に基づき重要事

項の説明を行いました。 

 

説明者 足とリンパとおなかの悩み訪問看護 

 

氏名                                                                                                        

 

本書面及び別紙｢利用料金一覧表」に基づいて事業者から重要事項の説明を受けま

した。 

 

令和  年  月  日 

 

 

利用者（代理署名の場合は代理人の欄にも記載） 

  （氏名）  

  （住所） 

 

代理人 

  （氏名）  

  （住所） 

 

（事業所使用欄） 

災害時等緊急連絡先 

  （氏名・続柄）  

  （住所） 

  （電話番号）  

 


